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不動産業務15年の税理士
（北習志野 徒歩3分の事務所です）









 


	
	    
	

中小法人に適用される800万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例（１９％ではなく１５％を適用）は、平成29年3月31日まで延長されます。


	




	

    





	
	
	

        
    お役に立ちます。当事務所の特徴！

      
①地元密着型税理士です。

訪問はもちろんご来店でも負担をかけません。訪問は毎月・各月等お客様のご要望にお応えします。

②理系出身の税理士による経営分析ｻﾎﾟｰﾄ

経営者ならエクセルは使いこなせた方がよいと思われます。私の知る限りでご相談に乗れます。

③決算3か月前の納税予測による節税対策

予測に基づく納税額を提示します。資金繰りや節税対策には事前の準備が必要です。

④代表税理士は元不動産営業マン

15年以上の豊富な不動産取引の経験で経営者の資産運用をサポートします。

⑤会計ソフト導入による自計化支援

自計化成功の秘訣は会計ソフトの精通だけではありません。豊富なパソコン全般の知識と経験を持つ者のサポートが必要です。

      

    


代表者挨拶

      
		　当事務所のHPにアクセスしていただきありがとうございます。

税理士の長谷知之と申します。
当事務所は、新規開業の方から長年企業経営に悩んでおられる経営者の方に、ビジネスドクターとして評価して頂けるよう誠実に対応して参ります。

　経営者の皆様を取り巻く環境は日々に変化しています。継続して事業を発展させていくために、常に正しい状況判断をしていくことは大変難しい時代となっています。
  しかしそういう時代だからこそ、一人で悩まず、いつでも気軽に相談できる専門家を常に身近におき、迅速に問題解決ができるようにしておく必要があるのではないでしょうか？
税理士は身近な税の専門家です。税金の問題が起きた時、起きそうな時は、気軽に当事務所にご相談下さい。弁護士・司法書士・社会保険労務士等の専門家や、様々な分野のプロフェッショナルと緊密に連携し、総力を挙げて経営者の皆様の問題解決にあたります。

　お客様の直面する課題に真摯に耳を傾け、長期的な信頼関係を構築し、お客様が永続的に成長するお手伝いができるよう精一杯頑張って参ります。
皆様の暖かいご支援とご指導、何卒よろしくお願い申し上げます。

  

  

    



    TOPIX

      

	2018.11.03

	11月の研修と年末調整 

	

	2018.09.11

	9月の研修 

	

	2018.08.11

	夏季休業のお知らせ 

	

	2018.07.06

	市川に消費税の研修に行ってきました。 

	

	2017.11.16

	松戸で法人税の研修受けました。 
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